
事業者のみなさまにお願い！

今年の冬は、例年より雪が多いという予報が
出されています。すでに、新潟県内は災害級の大雪
により、大規模な車両の立ち往生が発生しました。
積雪時に車両が集中すれば、こうした被害発生の

リスクが高まりますので、最新の気象情報をご確認
していただき、

・広域的な迂回
・運行計画の変更

などのご検討をお願いします。

積雪・凍結道路ですべり止め措置をとらない運転は、

法令違反となります。
積雪又は凍結した路面での冬用タイヤの着装等、いわゆる防滑
措置をとらない違反行為は、反則金の適用となります。
（大型7千円、普通6千円、自動二輪6千円、原付5千円）

福井県警察

迂回のご検討を！

迂回等のご検討を！

冬用タイヤの装着を！

～運転は、集中力とおもいやり～


